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つ る 舞 う 形 の 群 馬 県 ／ 上 毛 か る た県 紋 章

令和２年３月１３日（金） 号 外（第４号）
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規

則

■群
馬
県
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。

令
和
二
年
三
月
十
三
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
規
則
第
九
号

群
馬
県
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
元
年
群
馬
県
規
則
第
五
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
動
物
愛
護
管
理
職
員
証
」
を
「
動
物
管
理
職
員
証
」
に
改
め

る
。第

八
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
動
物
愛
護
管
理
職
員
証
）

第
九
条

条
例
第
十
七
条
の
二
に
規
定
す
る
動
物
愛
護
管
理
職
員
の
身
分
を
示
す
証
明
書
は
、
動
物

愛
護
管
理
職
員
証
（
別
記
様
式
第
七
号
）
と
す
る
。

別
記
様
式
第
四
号
表
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

動
物

愛
護

管
理

職
員

証
動

物
管

理
職

員
証

別
記
様
式
第
六
号
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。
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別記様式第７号（第９条関係）

表

№

動 物 愛 護 管 理 職 員 証

写 真 所 属 ６

職 セ

氏 名 ン

生年月日 チ

メ

ー

上記の者は、群馬県動物の愛護及び管理に関する条例第１７条の２に

規定する動物愛護管理職員であることを証明する。 ト

ル

年 月 日

群馬県知事 印

９センチメートル

裏

群馬県動物の愛護及び管理に関する条例（抜粋）

（動物愛護管理職員）

第１７条の２ 知事は、動物の愛護及び管理に関する事務を行わせるた

め、法第３７条の３第１項に規定する動物愛護管理担当職員として、

動物愛護管理職員を置く。
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附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

群
馬
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
三
月
十
三
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
規
則
第
十
号

群
馬
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
群
馬
県
規
則
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
第
一
号
の
表
手
数
料
の
項
第
二
十
五
号
中
「
ま
で
」
の
下
に
「
並
び
に
群
馬
県
動
物
の

愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
二
年
群
馬
県
条
例
第
三
号
）
附
則

第
二
項
及
び
第
三
項
」
を
加
え
る
。

別
表
第
一
の
二
手
数
料
の
項
第
二
十
一
号
中
「
ま
で
」
の
下
に
「
並
び
に
群
馬
県
動
物
の
愛
護
及

び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
附
則
第
二
項
及
び
第
三
項
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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